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1330010

一般廃棄物
の対象から
除外する特
例措置

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律（昭和４５
年法律第１３
７号）第２条
第１項及び第
２項

「廃棄物」とは、ごみ、粗大
ごみ、燃え殻、汚泥、ふん
尿、廃油、廃酸、廃アルカ
リ、動物の死体その他の汚
物又は不要物であつて、固
形状又は液状のもの（放射
性物質及びこれによつて汚
染された物を除く。）をいう
（廃棄物の処理及び清掃に
関する法律第２条第１項）。

Ｃ

 前回、ご提案については、「・・・ご提案のように乾燥処
理したものについても、単にその事実のみをもって廃棄
物に該当しなくなるものではない。・・・ご提案の「土の
素」について、それが市場に流通する堆肥と遜色がない
又は既に一定の市場が形成されているなど、占有者の
意思、その性状等を総合的に勘案し、他人に有償で売
却できるようなものであるということができるならば、廃
棄物には該当しない。」と回答し、「土の素」が「廃棄物に
該当しない」とはしていない。このようなことから、前回お
答えしたとおり、ご提案のように乾燥処理したものにつ
いても、単にその事実のみをもって廃棄物に該当しなく
なるものではないが、まずは、地元の地方公共団体にご
相談願いたい。
また、他人の食品廃棄物を業として収集若しくは運搬又
は処分（乾燥処理は含まれる。）される場合には、個々
の事業者ごとに地方公共団体の監督・指導下で行われ
る必要があることから、地元の地方公共団体にご相談
の上、一般廃棄物の再生利用に係る市町村長の指定
制度等を活用されたい。

貴省からの回答によれば、「ご提
案の「土の素」について、それが市
場に流通する堆肥と遜色がない又
は既に一定の市場が形成されてい
るなど、占有者の意思、その性状
等を総合的に勘案し、他人に有償
で売却できるようなものであるとい
うことができるならば、廃棄物には
該当しない。」とのことであるが、地
方公共団体が廃棄物に該当する
かどうかを判断するに当たり、その
判断が容易にできるように明確な
基準等を示されたい。

①生ゴミを乾燥処理した「土の素」
は、「・・・堆肥と遜色がない上、既
に一定の市場が形成されている」
ので資源である。②公式には廃棄
物扱いながら生ゴミを乾燥処理し
て農村に送り、その見返りとしての
野菜等を販売している区もある。
③港区（東京都も同じ）では生ゴミ
を可燃廃棄物として高温焼却する
ばかりで、生ゴミのリサイクル事業
には理解を示しながら、廃棄物業
者との関係もあり、積極的ではな
い。「土の素」は賛同者が適切に分
別・乾燥したもので、混入物の心配
は全くなく、コーヒかすを原料とす
る「土の素」は、土壌改質材として
農家に特に喜ばれている。④私た
ちは、環境浄化・リサイクル推進の
立場であり、廃棄物業者志向では
ない。

Ｃ

　食品廃棄物は、腐敗性を有し、悪臭等による生活環境保全上
支障が生じやすいため、地域の実情に精通している各市町村
の監督・指導下で、生活環境の保全等に留意しつつ適切に処
理する必要がある。これは、乾燥処理した食品廃棄物について
も、水分を含む等により容易に生活環境保全上支障が生じるお
それがあるため、同様である。そのため、食品廃棄物を単に乾
燥処理した事実のみをもって廃棄物に該当しなくなるものでは
なく、廃棄物該当性については当該物の性状や市場性、占有
者の意志、などを総合的に判断することにより明らかにしてい
るところである。
　また、廃棄物該当性の判断については、例えば「野積みされ
た使用済みタイヤの適正処理について」（平成１２年７月２４日
付け衛環第６５号及び衛産第９５号）や「「規制改革・民間開放
推進３か年計画」（平成１６年３月１９日閣議決定）において平成
１６年度中に講ずることとされた措置（廃棄物処理法の適用関
係）について（通知）」（平成１７年３月２５日付け環廃産発第
050325002号）も参考となる。
　なお、前回回答の「市町村長の指定制度」の活用に当たって
は、「生ごみ」について全国の自治体で収集若しくは運搬又は
処分について既に相当数活用がされている。

提案主体が廃棄物の再生利用に
係る「市町村長の指定制度」等の
活用について地元の地方公共団
体と相談する際に、例えば、同地
方公共団体においてその可否の
判断が容易にできるようなものを
示したり、全国の地方公共団体等
におけるリサイクル推進の先行的
な事例を紹介したりすることはでき
ないか、リサイクル推進を所管する
省庁としての立場から再度検討の
うえ回答されたい。

①港区清掃リサイクル課によれ
ば、「循環型社会の実現に向け、
ゴミの減量とリサイクルに取り組
み、生ゴミの資源化に関しては、学
校で実施している給食リサイクル
システムにより都市と農村の交流
や生ゴミの再資源化を進めてい
る。更に他の区有施設に導入し、
そこからの生ゴミ排出ゼロを目指し
ている」とのこと。区は家庭系・事
業系の生ゴミは法律上廃棄物扱い
しているので、私たちの活動を認
めながら、協力してくれない。②市
長村長の指定制度の活用につい
ては、上記の通り区有施設に関し
ては積極的だが、飲食店の生ゴミ
を土に帰す活動には全く無関心。
生ゴミを廃棄物だと決め付ける法
律がおかしいのではないか。特区
提案する所以である。

Ｄ
（一般廃棄
物の対象か
ら除外する
ことについ
てはＣ）

　ご指摘の食品廃棄物の廃棄物該当性については、前
回及び前々回ご回答したとおり、ご提案への対応は困
難である。
　なお、「市町村長の指定制度」について、全国の地方
公共団体におけるリサイクル推進の先行的な優良事例
や優良事例等における指定制度活用の考え方を収集
し、地方公共団体による指定制度の円滑な活用による
適正なリサイクルの取組みを推進する観点から、いわば
ベストプラクティスに相当するものを地方公共団体に情
報提供することとしたい。

1147010

食品廃棄物（生ゴミ）を適切に分
別・乾燥し、乾燥した「土の素」を農
山漁村の”土に返す”ことによっ
て、バイオマス資源の循環利用を
促進する。住民及び飲食店等は生
ゴミ乾燥処理機を購入、各自にて
分別・乾燥する。「土の素」は回収・
梱包し、農山漁村に配送し、肥料
の素や土壌改良剤として再利用し
てもらう。再利用による生産物は原
則提案者が受け取り、①地域サー
ビスと②収益事業の二つをセット
にしたコミュニティー・ビジネスを展
開する。「土の素」の回収・梱包・配
送等は、身体障害者やニート、高
齢者の仕事にする。（①と②の具
体的内容は、参考資料①に別記）

提案理由：
　家庭の生ゴミを乾燥させた「土の素」に
ついて、前回提案での環境省の回答は、
「廃棄物に該当しない」とあり、その移送
について問題はないと理解しているが、こ
の事業をさらに拡大するため、飲食店や
レストラン、ホテル等から出てくる事業系
の生ゴミも同様に乾燥処理機で乾燥させ
て、農山村に移送したい。バイオマス資源
の利活用を一層促進させるとともに、コ
ミュニティー・ビジネスを拡大する。「土の
素」、野菜等の運送は環境に配慮し貨車
を利用する。

特定非営利
活動法人生
活福祉ネット
ワーク

環境省

1330020

農業生産法
人が行う農
業関連事業
の拡大
（有機物を廃
棄物の対象
から除外す
る）

廃棄物処理
法第2条第4
項

産業廃棄物のリサイクルに
ついても、廃棄物処理法に
則り、リサイクルを行う必要
がある。

Ｃ

廃棄物処理法が、廃棄物として規制を及ぼしているの
は、たとえそれが最終的にリサイクルされるものであっ
たとしても、今その物を占有している者にとっては価値
がなく、市場で取引されていくことも期待できない以上、
ぞんざいに扱われ環境保全上の支障を生じるおそれが
あることによるものである。したがって、後にリサイクルさ
れることを理由に廃棄物処理法の適用除外とすることは
不適切である。

廃棄物に該当するか否かについて
は、画一的に判断するのではなく、
リサイクル促進の観点から、一定
の条件の下で廃棄物として取り扱
わないことができるような措置が必
要なのではないか。この点を踏ま
え、再度検討し回答されたい。
また、特に、木くずについて、貴省
からの回答によれば、「現在事業
系一般廃棄物とされる廃木製パ
レット等木くずについては、（略）、
区分の見直しを検討する予定であ
る。」とのことであるが、検討に当
たって、その主体、時期、内容等に
ついて明らかにされたい。

本提案は、近隣で発生する有機物
（一般家庭や山林などから除草、
剪定などで出る有機物、造成工事
で出る生木等）を農業で活用する
場合に限定して廃棄物の対象から
除外することを提案しているもので
す。木くず等を占有している者は、
この有機物が堆肥、マルチング材
等の材料として活用されることは
認識している上、現在の処理方法
より便利になりますので、環境保
全上の支障を及ぼす恐れはないも
のと考えます。したがいまして価値
がないのでぞんざいに扱うというこ
とはないと思います。

Ｃ

　リサイクル予定という理由により有機物を廃棄物から除外す
ることとし、廃棄物処理法の適用を「特区」において除外すれ
ば、特区内でリサイクル名目での不適正な処理等がなされるお
それや、特区外に持ち出され不適正な処分等がなされるおそ
れがある上、これらを防止する手段も無くなることから、不適当
である。
　なお、廃棄物処理法第１条にある通り、リサイクルとは廃棄物
処理の一手段である。
　また、廃木製パレットについては、平成１８年度に事業系一般
廃棄物を産業廃棄物とする方向で検討を行う。その他の事業
系一般廃棄物である木くずの廃棄物の区分についても、その排
出実態や排出事業者等の意見を踏まえて検討する。

農業資材として再利用する有機物
を剪定枝や伐採木などの自然木に
限定することで、これらを廃棄物の
対象から除外することはできない
か、右提案主体からの再意見も踏
まえて再度検討のうえ回答された
い。
また、この除外が不適当と判断さ
れる場合、廃棄物の再生利用に係
る都道府県知事または市町村長
の指定制度等の活用により本提案
の趣旨を実現することはできない
か教示願いたい。

○当初提案した内容のうち、環境
保全上の支障を生じる恐れがある
糞尿などの有機物を廃棄物から除
外することは困難と考えるので、街
路樹の剪定や造成した時に発生
する木々に限定して、特区で地域
や対象者を限定して認めて頂きた
い。
○環境省の回答で、「木くずの区
分についても、排出実態や排出事
業者の意見を踏まえて検討する」
ということであるが、我が農園に剪
定枝（近隣で発生する剪定枝で取
扱量も少量に限定）の受け入れを
認める方向で検討してもらいたい。
今までの経過から推測して果たし
て剪定枝が廃棄物から除外される
か疑問であり、また除外されるとし
て早急に変更される可能性は少な
いと思われる。建設廃材などは産
業廃棄物として区分することは理
解できるが、生木は100パーセント
自然なものであり、この間にも一般
廃棄物として焼却されているのは
忍びないと考えている。

Ｄ
（一般廃棄
物の対象か
ら除外する
ことについ
てはＣ）

　前回も回答したとおり、リサイクル予定という理由によ
り有機物を廃棄物から除外することとし、廃棄物処理法
の適用を「特区」において除外すれば、特区内でリサイ
クル名目での不適正な処理等がなされるおそれや、特
区外に持ち出され不適正な処分等がなされるおそれが
ある上、これらを防止する手段も無くなることから、不適
当である。
　再々検討要請の内容について、廃棄物処理法におい
ては、再生利用されることが確実であると都道府県知事
が認めた産業廃棄物については都道府県知事の指定
により業の許可を不要とする制度が、市町村長が認め
た一般廃棄物については市町村長の許可を不要とする
制度が設けられているところである。いずれにしても、ま
ずは地元の市町村又は都道府県にご相談されたい。

1001010

農業経営の安定を図るため、農業
関連事業を拡大し、循環型農業の
活性化を目指す。具体的には農業
資材として使える有機物を廃棄物
処理法の対象から除外し、農業分
野について緩和してもらえれば問
題はずいぶん改善され多くのメリッ
トも発生する。有機栽培で産物の
品質が向上し付加価値が高まる。
有機物がきれいに循環し副産物も
収入源になる。限定された遠くのリ
サイクル場や焼却場までコストを
かけて運ばなくとも地域でリサイク
ルして地域の農地で直接消費して
余った分を出荷する。焼却しない
ので京都議定書のCO2削減にも貢
献できる。仕事のストックが出来る
ので雨天の日も屋内で作業が出
来て一年を通じ労働が安定し雇用
と経営が安定する。

○農業に使用できる有機物が限定された
遠い地域まで運ばれ焼却処分されて、地
域で有効に循環していない。本特例措置
により、焼却による温暖化、排出事業者
の輸送コスト削減に貢献でき、品質の良
い有機資材にかわる。またその受け入れ
により農業の安定した収入が得られる。　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

有限会社北
姫農園

環境省

1330030

産業廃棄物
（木屑）の取
扱い定義の
変更

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律（昭和４５
年法律第１３
７号）第２条
第４項第１号
廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律施行令（昭
和４６年政令
第３００号）第
２条第２号

事業活動に伴って生ずる木
くずには、一般廃棄物もあ
る。

Ｃ

　規制改革・民間開放推進会議における議論を踏まえ、
現在事業系一般廃棄物とされる廃木製パレット等木くず
については、その排出実態や排出事業者等のご意見等
を踏まえ、区分の見直しを検討する予定である。

貴省からの回答によれば、「現在
事業系一般廃棄物とされる廃木製
パレット等木くずについては、
（略）、区分の見直しを検討する予
定である。」とのことであるが、検
討に当たって、その主体、時期、内
容等について明らかにされたい。

Ｆ

　平成１８年度に、廃木製パレットについては、環境省において
事業系一般廃棄物を産業廃棄物とする方向で検討を行う。そ
の他の事業系一般廃棄物である木くずの廃棄物の区分につい
ても、その排出実態や排出事業者等の意見を踏まえて検討す
る。

1027010

　当社で数量把握しているだけで
も香川県内で200t／月、把握して
いない数量をあわせると数百ｔ/月
の廃パレット等が一般廃棄物（木
屑）として排出されている。
　これを合法的にリサイクル処理
（パーティクルボードの原料化）す
ることにより、約250ｔのパーティク
ルボードが生産され、単純に焼却
処理するより412.5ｔCO2/月のCO2
削減につながる

　現状では、県内市町村の一般廃棄物
（木屑）の処理施設は焼却処理がほとん
どであり、一部民間企業の破砕施設があ
る程度で合法的なリサイクル化は進んで
いない。かたや民間企業の産業廃棄物
（木屑）の破砕施設には余剰能力がかな
りある。
　この定義変更により、木屑を産業廃棄
物として民間企業で処理を行うことが可能
となれば、合法的なリサイクル化が進み、
且つ公共の焼却施設の負担を減らすこと
が可能となり更にCO2削減につながる為

大倉工業株
式会社

環境省

1330040
産業廃棄物
管理票交付
要件の緩和

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律
第12条の3

産業廃棄物を排出する事
業者は当該廃棄物の収集・
運搬、処分を他人に委託す
る場合には、産業廃棄物管
理票を交付しなければなら
ない。

Ｃ

産業廃棄物管理票制度は、排出事業者責任に基づく産
業廃棄物の適正な処理を確保するため、事業者が産業
廃棄物の処理を他者に委託する際に、受託者に対して
産業廃棄物管理票（以下「管理票」という。）を交付し、委
託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認する
制度である。
　御提案の管理方法によってのみでは、域外への流出
等、産業廃棄物の適正な処理が確保されない可能性が
あり、また、排出事業者責任に基づく産業廃棄物の適正
な処理を確保するためには、たとえコンビナート内にお
いて処理が完結するとしても、管理票により適正処理を
確認することが必要不可欠である。よって、コンビナート
内における管理票の省略を認めることはできない。
　なお、管理票の管理業務に要する時間や費用の削減
を実現するということであれば、電子情報処理組織を利
用した電子マニフェスト（廃棄物処理法第１２条の５）の
活用が有効であると考える。

本提案の趣旨は、コンビナートとい
う限定された区域の中で、かつ、
同コンビナート構成各社が共同出
資した会社（中間処理業者）が産
業廃棄物の処理を行うに当たって
手続きが簡略化できるよう求めて
いることにある。
また、貴省からの回答では、本提
案の管理方法（入出門管理、安全
パトロール等）によってのみでは、
域外への流出等、産業廃棄物の
適正な処理が確保されない可能性
があるとのことだが、他にどのよう
な措置を講じれば適正な処理が確
保できると考えているのか、「実現
するためにはどうすればいいか」と
いう観点から検討のうえ回答され
たい。

弊コンビナートでは管理の必要性
から、産業廃棄物を含めてコンビ
ナートの外へ持ち出す全てのもの
について、「物品持込・持出証」（補
足資料１①）を運用し、これをコン
ビナート出入口（防災センター）で
保管・管理しているため、産業廃棄
物の不正な持ち出しはできない。
尚、現状は産業廃棄物の場合、記
載の手間をさけるため、産業廃棄
物管理票と物品持込・持出証を一
体の物（補足資料１②）で運用して
いることから、電子マニフェストは
導入していない。
また現状、排出元、中間処理業者
共に補足資料１③に示す共通の処
理台帳を運用しており、これを更に
充実させることで、種類、数量等の
適正処理の管理に必要な情報は
管理できるものと考える。

Ｄ

　産業廃棄物管理票制度は、排出事業者責任の観点を踏ま
え、他人に処理を委託した廃棄物の処理の流れを把握すること
により、不適正処理を防止し、適正な処理を確保するために設
けられているものである。
当方としては、ご提案にあるように、「（紙の）管理票を省略し
て、管理票の管理業務に要する時間や費用を削減」するため
に、現行制度で実現可能な方法として電子マニフェストの使用
を推奨したものである。
　なお、ご提供頂いた補足資料１は「コンビナートの区域外に持
ち出す物の管理」に関するものであるため、ご提案の内容とは
関係がないと思われる。

本提案の趣旨は、紙、電子に関わ
らず産業廃棄物管理票を省略する
ことができるのかという点にあるた
め、再度検討のうえ回答されたい。

本提案は、弊コンビナートの限定
区域の中でコンビナート構成各社
の共同出資会社が構成会社の産
業廃棄物を中間処理する時に手
続きの簡略化のため管理票の省
略を求めている。構成会社はISO１
４００１認証事業所として産廃物の
発生削減や適正処理の手順を規
程化し（補足資料１）実施ている。
新規な産廃物処理時は審査委員
会で審査し（補足資料2-1,2-2）適
性処理を徹底しており、コンビナー
トの管理方法（入出門管理や安全
パトロール等）も勘案し不適正処理
はあり得ず、現行の産業廃棄物処
理委託交付書（補足資料３）により
管理すれば管理票は省略可能と
考える。電子マニフエストは管理票
の省略ではないので本提案の目
的に対応していない。

Ｃ

　産業廃棄物管理票制度は廃棄物処理の根幹であり、
その適正な運用を図るため制度強化を図っており、年々
規制を強化している。ご提案のようなコンビナート内であ
ることをもって、適正処理がなされる保証はないため、
他の事業者と同様に考える必要がある。また、コンビ
ナートの構成各社が共同出資して中間処理業を行う場
合であっても、それぞれの法人による様々な廃棄物処
理の流れを適切に把握し、その責任の所在を明らかに
するためには管理票が不可欠である。よって、御提案に
対応することはできない。

1006130

大分石油化学コンビナートにおい
て、コンビナート構成各社が各社で
発生した産業廃棄物を同コンビ
ナート内の中間処理業者（コンビ
ナート構成各社が共同出資した会
社）に委託してコンビナート内の処
理施設で中間処理（焼却処理）す
る場合、各社は収集運搬と中間処
理に係る産業廃棄物管理票（以
下、管理票）の交付を省略する。本
提案によって、管理票の管理業務
に要する時間や費用の削減につな
がる。詳細は添付資料１３（１．提
案趣旨の概念）による。

【提案理由】現行法（廃掃法第１２条の３）
では、産業廃棄物の処理を委託する場
合、産業廃棄物管理票を交付することが
義務付けられている。　しかし、当該産業
廃棄物が一般公道を通行することなく、一
定の管理下（入出門管理や安全パトロー
ルを常時実施している）におかれたコンビ
ナートの中で収集、運搬、中間処理されて
いる場合は、運搬や処理体系が明白であ
り域内における適正処理が担保できるの
で管理票を省略できると考えられる。これ
により、年間、約１，０００件の管理票交付
及びその管理に要する時間や費用が削
減できる。添付資料１３（２．本提案による
効果）参照。
【代替措置】コンビナート各社は、現状と同
様に産業廃棄物の委託処理量の計測、
記録及び必要な報告を継続して管理する
（管理票のみ省略する）。

大分コンビ
ナート立地企
業連絡協議
会

環境省

1330050

特別管理産
業廃棄物の
運搬に係る
パイプライン
使用要件の
緩和

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律施行令
第６条の５、
第４条の２

運搬用パイプラインは、特
別管理産業廃棄物の収集
又は運搬に用いてはならな
いこと。

Ｆ Ⅲ

特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性等人の健康又は
生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有す
ることから、その取扱いには注意を要する。
当該コンビナートでの運搬用パイプラインの使用により、
人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じない
ことを提案者が明らかにし、その内容を環境省において
確認の上、検討する必要がある。
なお、「提案理由・代替措置の内容」の「②コンビナート
以外の移送取扱所では危険物である特別管理産業廃
棄物の配管輸送が可能である。」は事実誤認である。

貴省からの回答は、提案の実現に
向けて検討する（Ｆ）とのことである
が、検討する際の①検討主体、②
スケジュール、③検討内容につい
て明らかにされたい。
また、運搬用パイプラインの使用
に関して、その内容を貴省におい
て確認する際の基準にはどのよう
なものがあるのか、その明確な基
準等を示しているものがあれば、
教示願いたい。

・本提案の措置分類はF（提案の実
現に向け対応検討）だが、提案者
が人の健康保持又は生活環境の
保全上の問題がないことを明らか
にした後、何について検討される
のかをお尋ねしたい。・提案理由
等の内容②に対する回答におい
て、移送取扱所に関する部分に事
実誤認があるとの指摘であるが、
危険物の規制に関する政令第３条
第３号に規定する移送取扱所はコ
ンビナート内では除外されるので、
提案文通りと理解している（補足資
料２参照）。事実誤認の根拠をお
尋ねしたい。

F Ⅲ

　環境省において、提案者からの説明資料を受理した後、異な
る種類の特別管理産業廃棄物がパイプライン内で混合しないこ
と、万一、パイプラインの破損等により特別管理産業廃棄物が
飛散、流出した場合でも、当該パイプラインの設置場所におい
て、生活環境保全上の著しい支障が生ずるものではないなど
の点を確認し、検討することとする。
　なお、危険物の規制に関する政令第３条第３号に定める移送
取扱所は、コンビナート内にあることをもって除外されるわけで
はない（消防庁に確認済）。仮に当該提案の施設が移送取扱所
に該当するのであれば、特別管理産業廃棄物の輸送は可能で
あり措置済みであるので、移送取扱所に該当するか否かをま
ず確認すべきと考える。

これまで提案主体から提出のあっ
たパイプライン施設の構造に係る
資料等も踏まえ、本提案の趣旨が
特区で実現できるかどうか、貴省
における検討結果を明らかにされ
たい。

・本提案の実施によって、生活環
境保全上著しい支障が生じるもの
ではないなどの点を確認、検討し
ていただくため、貴省のご要求す
る説明及び資料の提出を行いま
す。
・なお、大分市消防局の指導に
よって、従来から弊コンビナート敷
地内の危険物移送設備は「危険物
の規制に関する政令」第３条第３
号に定める移送取扱所に該当しな
い。本提案はもちろんこのことを踏
まえて行っている。

Ａ Ⅲ

環境省において、提案者からの説明資料を受理し、異な
る種類の特別管理産業廃棄物がパイプライン内で混合
しないこと、万一、パイプラインの破損等により特別管理
産業廃棄物が飛散、流出した場合でも、当該パイプライ
ンの設置場所において、生活環境保全上の著しい支障
が生ずるものではないなどの点を確認できたことから、
特区として対応する。

1006140

大分石油化学コンビナートにおい
て、コンビナート構成各社が各社で
発生した特別管理産業廃棄物を同
コンビナート内の中間処理業者（コ
ンビナート構成各社が共同出資）
に委託して中間処理（焼却処理）す
るためコンビナート内の処理施設
に運搬する場合、各社はパイプラ
インによって輸送する。また、パイ
プラインによる運搬の場合は産業
廃棄物管理票は不要になる（廃掃
則第８条の１９九号）。本提案に
よって、当該特管産廃物の収集・
運搬費用（現状はパイプライン輸
送できないので、ローリーやドラム
管運搬しており、その費用が発生
している）や管理票の管理費用の
削減につながる。添付資料１４（１．
提案趣旨の概念）参照。

【提案理由】　①現行法（廃掃法施行令第
６条の５）では、コンビナート内の特別管理
産業廃棄物（以下、廃棄物）パイプライン
使用が認められてないので、受入・貯蔵
設備を設置しローリー等で運搬している。　
しかし、当該パイプラインは一般居住地区
を通らず、一定の管理下（入出門管理や
安全パトロールを常時実施し、設備管理
を徹底している）のコンビナート内運搬ゆ
え、廃棄物による汚染の可能性は低いと
考える。更に、コンビナートでは既に危険
物や酸・アルカリ、毒劇物等のパイプライ
ン移送実績が多数有り管理面の問題はな
い。②コンビナート以外の移送取扱所で
は危険物である特別管理産業廃棄物の
配管輸送が可能である（廃掃法施行規則
第８条７項）。　本提案によって、ローリー
等の運搬費用や受入れ・貯蔵設備が不要
となる。添付資料１４（２．本提案の効果）
参照。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　【代替措置】特になし。

大分コンビ
ナート立地企
業連絡協議
会

環境省
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 13 環境省（8次提案最終回答）

管理コード
規制の
特例事項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再検討要請に対する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容 提案主体名
制度の所管
・関係官庁

1330060

廃棄物排出
事業者の取
り扱い(範囲)
についての
緩和

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律
第10条、第12
条

産業廃棄物においては、排
出事業者が排出した廃棄
物の適正処分に対する責
任を有する。

Ｃ

廃棄物処理法では、事業者は廃棄物の発生から最終処
分が終了するまで一連の処理が適正に行われるために
必要な措置を講じなければならず、この責任の範囲内で
広く具体的な義務を負うという点において、厳格な排出
事業者責任が定められている。各加入企業における事
業活動から生じた産業廃棄物の排出事業者責任は、組
合でなく各加入企業に発生するものであり、加入企業と
別個の法人格である組合は排出事業者責任を負うもの
でない。したがって、各加入企業が責任をもって産業廃
棄物処理業者に処理を委託するべきであり、組合に責
任転嫁をすることは適切ではないと考えられる。
なお、加入企業が排出した廃棄物をこれとは別個の法
人格である組合が処理する場合は、排出事業者が自ら
処理をしているとは認められず、当該組合は廃棄物処
理業の許可を取得する必要がある。

別個の法人格とはいえ、加入企業
で構成された組合の下で蛍光管を
回収するに当たり、廃棄物のリサ
イクルを促進を所管する省庁とし
て、例えば、廃棄物処理法上の手
続きを簡略化するなどの措置によ
り本提案の趣旨を実現することが
できないか、再度検討のうえ回答
されたい。

当提案は小規模の企業・工事店・
商店等組合員と組合が双方合意
のもと一体となって効率的かつ合
理的にリサイクルを促進する場合
を前提としており、ご回答での単に
「組合に排出事業者の責任を負わ
せる。組合に責任を転嫁する」と
いった主旨のものではありませ
ん。また、蛍光管の場合は性状・
構造的に一般廃棄物と極めて同
等であり、一般的な産業廃棄物と
は大いに異なること、加えて善行
的取り組みであることの担保として
事前に市等の監督官庁の承認を
得ることにより、法精神に則った適
正処理かつリサイクル促進が図れ
るものと考えます。少量排出事業
者でのリサイクル促進を喚起する
上では、可能な範囲での弾力的運
用が是非とも必要と考えます。

Ｃ
（一部Ｄ）

　廃棄物処理法では、事業者は廃棄物の発生から最終処分が
終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措
置を講じなければならず、この責任の範囲内で広く具体的な義
務を負うという点において、厳格な排出事業者責任が定められ
ている。各加入企業における事業活動から生じた産業廃棄物
の排出事業者責任は、組合でなく各加入企業に発生するもの
であり、加入企業と別個の法人格である組合は排出事業者責
任を負うものでない。さらに、仮に組合を排出事業者とみなした
場合、不適正処理が起きた場合の原状回復責任も曖昧になっ
てしまい、責任を追及できない場合、最終的には地方公共団体
が多額な原状回復費用を負担せざるを得なくなるため、ご提案
の趣旨を実現することはできない。
　なお、「管理票の弾力的運用」ということであれば、複数事業
者の排出したものを一カ所に集めて、一括して管理票を交付す
る運用を示した「産業廃棄物管理票の運用について」（平成１３
年　環廃産第１１６号）に記載しているところである。

1115010

　使用済蛍光管のリサイクル促進
のため、廃棄物排出事業者の取り
扱いを緩和し、使用済蛍光管の少
量排出事業者からの更なる回収を
目指す。現在、法では「事業者は
その廃棄物を自ら処理しなければ
ならない」とし、基本的には政令に
基づいて委託する場合を除いて、
他者で処理（運搬・処分）すること
は認められていない。
　再生蛍光管(使用済蛍光管から
再資源化した原材料を活用)の製
造を目指した使用済蛍光管のリサ
イクル処理については、電気工事
組合・工業団地等の組合で、組合
員が所有する使用済蛍光管を一
括して組合の責任で管理・処理出
来る場合は、その使用済蛍光管は
組合の所有物、すなわち法の意味
する廃棄物の排出事業者と見な
す。

提案理由：
　蛍光管の使用が少ない小規模の店舗・
工場等から排出される使用済蛍光管の回
収には、運搬コスト（少量のため割高）・手
間（処理契約・長期保管・マニフェスト発行
等）等から理解を得にくいのが実状であ
り、少量排出事業者からいかに広く、効率
よく、低コストで回収するかが、蛍光管ﾘｻ
ｲｸﾙを推進する上での課題の一つとなっ
ている。
　電気工事組合・商店街・工業団地など各
店舗・工場等で構成する組合・団体（以
下、組合）で、組合員が使用した使用済蛍
光管を一括して組合の所有物とみなす
（＝排出事業者）ことが出来れば、コスト
低減・手間の省力化が図れ、一層の回収
促進が期待できる。
代替措置：
　組合が代表して排出事業者となることを
希望する場合は、「排出事業者変更届出
書（仮称）」の市等監督官庁への届け出を
義務付ける。なお、届出書には「参加組合
員リスト」「契約予定処分会社の同意書」
を添付。

株式会社ジェ
イ・リライツ、
社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会
連合会

環境省

1330070
事業系生ゴミ
の処理事業
要件の緩和

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律（昭和４５
年法律第１３
７号）
第７条第１項
及び第６項並
びに第１４条
第１項及び第
６項

他人の廃棄物の処理を業
として行おうとする者は、原
則として地方公共団体の長
の業の許可が必要となる。

Ｃ（試験
研究の
場合は
一部Ｄ）

　食品廃棄物は、腐敗性を有し、悪臭等による生活環境
保全上の支障が生じやすいものであるため、個々の事
業者ごとに地方公共団体の監督・指導下で特に生活環
境の保全に留意しつつ適切に処理される必要がある。
　したがって、他人の事業系一般廃棄物又は産業廃棄
物である「生ごみ」について業として処分する事業につ
いては、原則として、廃棄物の処理及び清掃に関する法
律（昭和４５年法律第１３７号）に則って、市町村長又は
都道府県知事から廃棄物の処分業の許可及び施設設
置許可（許可対象施設に限る。）を取得する必要があ
る。また、再生利用を行うのであれば、廃棄物の再生利
用に係る市町村長又は都道府県知事の指定制度の活
用も可能である。
　一方で、試験研究として、必要最小限の廃棄物のみを
取り扱う場合は、廃棄物の処分を業として行うものでは
ないため、処分業の許可は不要である。
いずれにしても、まずは、地元の市町村又は都道府県
にご相談されたい。

再生利用に係る市町村長又は都
道府県知事の指定制度について、
当該地方公共団体が検討するに
当たり、その判断が容易にできる
ように明確な基準等を示すべきで
はないか。この点を踏まえ再度検
討されたい。
また、処分業の許可が不要とされ
る試験研究における「必要最小
限」とは、何を基準に判断すべきか
明らかにされたい。

私共は廃棄物処理事業を行なおう
とするのではなく、新しい処理方法
を提案するための実証実験を行な
おうとするものです。
実証実験だけならば実施可能であ
ると認めていただければ、直ちに
実証実験を終え、一日も早い全国
展開を実施して、京都議定書クリ
アの目処をたてたく存じます。
環境省の力をお借りすれば、更に
このノウハウの輸出も可能となり、
必ずや米国・中国のみならず発展
途上諸国の批准も得られることで
しょう。
本来構造特区申請のような前例の
ない提案には、大学入試と同じで
入学には広く門戸を開き、その成
果を確認した上で卒業させる方式
をとっていただければと思います。

Ｃ（試験
研究の
場合は
一部Ｄ）

　ご指摘の指定制度は、一般廃棄物については、それぞれの
市町村が地域の実情を踏まえて、一般廃棄物の種類、再生利
用の方法及び主体等を個別に判断の上、個別に指定を行い、
地域的な一般廃棄物の再生利用を認める制度であり、２０年以
上にわたり、各市町村において定着し、適切に運用されている
ものと考える。本指定制度は地域の個別の判断により地域の
実情に応じた再生利用を可能とするものであり、全国的な基準
を示すことは、こうした地域の独自の取組みをかえって損なう場
合が懸念される。また、「市町村長の指定制度」についても、
「生ごみ」について全国の自治体で収集若しくは運搬又は処分
について既に相当数活用がされている。なお、産業廃棄物につ
いては、一般廃棄物に比べ地域をまたがった広域な移動が多
いことなどから最低限の方針が必要であるため、既に指定の手
続・基準は通知により示しているところである。
　また、「試験研究」の廃棄物処理法上の取扱いについては従
来から存在するものであるが、ご指摘の試験研究における「必
要最小限」の廃棄物の判断については、当該試験研究により
実証されようとする具体的な内容に左右されるものと考える。

本提案の趣旨は、廃棄物処理事
業ではなく実証実験であり、これは
試験研究とみなすことができるた
め、現行規定により実現が可能で
あると解してよいか。

廃棄物処理については、各地方自
治体の努力の成果が伺われます。
エゴからエコへ（エコも、エコノミー・
経済性からエコロジー・社会性へ）
の変化は時代の要請を受けて着
実に進んでいます。
更なるレベルアップ、スピードアッ
プが期待されるところです。
情報開示でユニークな実例を知っ
た各自治体がそれが出来ない理
由、その解決手法、更なる改善検
討で、パイオニア競争参加を目指
し、更にこれらのノウハウの共有
化、経験豊富なOBの有効活用等
が加われば、良循環へと動き出す
ことでしょう。

Ｄ
（試験研究
に該当しな
い場合は
Ｃ）

 試験研究を行う場合に処分業の許可が不要となること
は、既に前々回お答えしたとおりである。
 また、ご指摘の実証試験について、その試験研究該当
性については、前々回お答えしたとおりまずは地元の地
方公共団体にご相談願いたい。
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別荘地「清里の森」において、
１．事業系生ゴミの微粉砕
２．土壌と専用処理液を加え混練
３．ヒーターにより約６０℃で乾燥
４．１サイクル１週間以内で完了
とする生ゴミ処理を実施する。
これにより短期間で濃縮栄養土が
出来、さらに有機物を分解させて
炭素を土壌に固定して地中に還す
こともできる。
このことで、農薬・化学肥料で汚染
された土壌の短期間での改良が
可能となる。同時にさらなる地球温
暖化阻止が期待される。

従来の処理方法では不可能であったほと
んどの有機廃棄物が、短期間（１週間以
内）で処理可能となる。具体的には次の
各工程が自動的に連続処理される。
０）対象物により破砕が必要（貝殻、箸な
ど）
１）混練：食品廃棄物50kg土壌25kg水15kg
専用処理液1.5㎏が、混練機で混ぜられ
ペースト状になり、連続の処理槽に入れら
れる。
２）処理：槽内ではヒーターと熱風装置で
約60℃で熱せられ水分が蒸発し食品廃棄
物の栄養分が土壌に吸着され粘土状から
乾燥状態に処理される。
３）排出した栄養土32.5kgは土壌改良材と
して活用。（50％育成良化確認済）
有機物を分解させて炭素を土中に還すこ
とにより、地球温暖化防止に貢献し、温暖
化ガス削減の実現分を金銭に換算する環
境取引所での取引対象になる。さらにこ
のノウハウの海外輸出で外貨を稼ぐことも
期待できる。
代替措置については別紙

中部異業種
間リサイクル
ネットワーク
協議会

環境省

1330080

焼酎蒸留粕
の畜産飼料
としての利用
に関する特
例

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律
第１４条

産業廃棄物のリサイクルに
ついても、廃棄物処理法に
則り、リサイクルを行う必要
がある。

Ｄ

御提案の内容については、必要な業の許可を取得して
いただけば実施可能なものと認められるが、廃棄物処
理法においては、再生利用されることが確実であると都
道府県知事が認めた産業廃棄物については都道府県
知事の指定により業の許可を不要とする制度（廃棄物
処理法第１４条第１項但し書き、同法施行規則第９条第
２号）も設けられているところであり、特区によるまでもな
く都道府県知事の判断により実施できるものである。

廃棄物に該当するか否かについて
は、画一的に判断するのではなく、
リサイクル促進の観点から、一定
の条件の下で廃棄物として取り扱
わないことができるような措置が必
要なのではないか。この点を踏ま
え、再度検討し回答されたい。
また、再生利用に係る都道府県知
事の指定制度については、右提案
主体から意見にもあるように、地方
公共団体がその判断に迷っている
という事態も踏まえ、当該地方公
共団体が検討するに当たり、この
判断が容易にできるように明確な
基準等を示されたい。

廃掃法の再生利用認定制度の要
件としては、該当しないこととなっ
ている要件の内、「通常の保管状
態の下で容易に腐敗し、又は揮発
する等その性状が変化することに
よってその生活環境の保全上支障
が生ずるおそれがあるもの」とある
が、焼酎粕自体はこの要件に合致
するものなのか不明である。この
点はどのように考えればよいの
か？“通常の保管状態の下で腐敗
しないもの“とあるが、腐敗防止の
為の処置が施された保管施設並
びに機能ないし方法があれば要件
を満たすのか？不測の事態により
腐敗をしても生活環境の保全に支
障を来たさない処置・機能・方法が
あればこの要件は該当しないと考
えられるのか？

Ｄ

　廃棄物について、取扱いそのものを管理する必要性があるの
は、取引価値がないこと等により不要ものとして放置されるなど
ぞんざいに扱われ、それが原因で環境保全上の支障を生じる
可能性を常にもっているためである。こうした可能性は再利用・
再資源化が可能であることによって否定されるものではないた
め、リサイクル可能物も含め、不要物全体を廃棄物として制度
的な管理下におくことが必要である。実態としても、豊島事件・
青森岩手県境不法投棄事案に象徴されるような不適正処理の
多くがリサイクル名目により生じている。
　また、御提案の内容については、必要な業の許可を取得して
いただけば実施可能なものと認められるが、廃棄物処理法にお
いては、再生利用されることが確実であると都道府県知事が認
めた産業廃棄物については都道府県知事の指定により業の許
可を不要とする制度（廃棄物処理法第１４条第１項但し書き、同
法施行規則第９条第２号）も設けられているところであり、特区
によるまでもなく都道府県知事の判断により実施できるもので
ある。
　なお、都道府県知事の指定に関しては、「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律施行規則第９条第２号及び第１０条の３第２
号に基づく再生利用業者の指定制度について」（平成６年　衛
産第４２号）を参照されたい。

提案主体が廃棄物の再生利用に
係る「都道府県知事の指定制度」
等の活用について地元の地方公
共団体と相談する際に、例えば、
同地方公共団体においてその可
否の判断が容易にできるようなも
のを示したり、全国の地方公共団
体等におけるリサイクル推進の先
行的な事例を紹介したりすること
はできないか、リサイクル推進を所
管する省庁としての立場から再度
検討のうえ回答されたい。

再生利用業者の指定制度につい
ては、国の関与が無く都道府県知
事の判断に任されていると理解し
てよろしいか。再検討要請に明記
されていた「地方公共団体が検討
するに当たり、判断が容易にでき
るような明確な基準」は貴省として
は特に無いのか、再度お伺いした
い。

Ｄ

　御提案の内容については、必要な業の許可を取得し
ていただけば実施可能なものと認められるが、廃棄物
処理法においては、再生利用されることが確実であると
都道府県知事が認めた産業廃棄物については都道府
県知事の指定により業の許可を不要とする制度（廃棄
物処理法第１４条第１項但し書き、同法施行規則第９条
第２号）も設けられているところであり、特区によるまで
もなく都道府県知事の判断により実施できるものであ
る。
　地方公共団による指定制度の判断に関しては、「廃棄
物の処理及び清掃に関する法律施行規則第９条第２号
及び第１０条の３第２号に基づく再生利用業者の指定制
度について」（平成６年　衛産第４２号）において運用に
関する考え方を既に示しているところであり、これを参照
されたい。
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伊佐地域で発生した焼酎粕を持続
可能な地域循環型社会形成の構
築の為、資源として有効活用しま
す。焼酎蒸留粕を畜産飼料として
利用する場合、廃棄物処理法に基
づく焼酎粕受け入れ側(畜産業者)
の廃棄物処理業者の資格を不要
とします。これにより、焼酎粕の畜
産飼料としての利用が簡単化さ
れ、大規模畜産業者から地域の畜
産農家まで、幅広く利用できるよう
になります。焼酎製造業者にとって
はハードに頼らない焼酎粕処理と
して期待ができ、また畜産業者に
とっては、飼料コストの削減の面で
多大なメリットがあります。

提案理由：近年の焼酎売上増加に伴い、
焼酎蒸留粕も同様に増加しております。
従来、焼酎粕は海洋投棄を中心に処理さ
れてきましたが、ロンドン条約の批准に伴
い、平成19年度から禁止されることになっ
ております。地上処理に移行するに当
たって、焼酎粕を近郊の農家と連携し、古
くから行われていた畜産リサイクルを本格
的に再構築できないものか検討してきまし
た。しかし、大規模養豚業者においては、
LFS、耐酸用の豚舎、給餌箱等多大な初
期投資が必要になるため、焼酎製造側が
給餌量に応じて奨励金を付けようと考え
ておりますが、農家側が産業廃棄物の処
理資格を持つ必要があり、普及の妨げに
なることが懸念されます。代替措置その
他については、別に添付資料として記入
いたしております。

大口市、
大口酒造協
業組合

環境省

1330090

障害者施設
等における
産業廃棄物
処理業の許
可の撤廃

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律
第１４条

産業廃棄物のリサイクルに
ついても、廃棄物処理法に
則り、リサイクルを行う必要
がある。

Ｄ

御提案の内容については、必要な業の許可を取得して
いただけば実施可能なものと認められるが、廃棄物処
理法においては、再生利用されることが確実であると都
道府県知事が認めた産業廃棄物については都道府県
知事の指定により業の許可を不要とする制度（廃棄物
処理法第１４条第１項但し書き、同法施行規則第９条第
２号）も設けられているところであり、特区によるまでもな
く都道府県知事の判断により実施できるものである。

廃棄物に該当するか否かについて
は、画一的に判断するのではなく、
リサイクル促進の観点から、一定
の条件の下で廃棄物として取り扱
わないことができるような措置が必
要なのではないか。この点を踏ま
え、再度検討し回答されたい。
また、再生利用に係る都道府県知
事の指定制度について、当該地方
公共団体が検討するに当たり、そ
の判断が容易にできるように明確
な基準等を示されたい。

今後は、宮城県と協議を行う。 Ｄ

　廃棄物について、取扱いそのものを管理する必要性があるの
は、取引価値がないこと等により不要ものとして放置されるなど
ぞんざいに扱われ、それが原因で環境保全上の支障を生じる
可能性を常にもっているためである。こうした可能性は再利用・
再資源化が可能であることによって否定されるものではないた
め、リサイクル可能物も含め、不要物全体を廃棄物として制度
的な管理下におくことが必要である。実態としても、豊島事件・
青森岩手県境不法投棄事案に象徴されるような不適正処理の
多くがリサイクル名目により生じている。
　また、御提案の内容については、必要な業の許可を取得して
いただけば実施可能なものと認められるが、廃棄物処理法にお
いては、再生利用されることが確実であると都道府県知事が認
めた産業廃棄物については都道府県知事の指定により業の許
可を不要とする制度（廃棄物処理法第１４条第１項但し書き、同
法施行規則第９条第２号）も設けられているところであり、特区
によるまでもなく都道府県知事の判断により実施できるもので
ある。
　なお、都道府県知事の指定に関しては、「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律施行規則第９条第２号及び第１０条の３第２
号に基づく再生利用業者の指定制度について」（平成６年　衛
産第４２号）を参照されたい。

提案主体が廃棄物の再生利用に
係る「都道府県知事の指定制度」
等の活用について地元の地方公
共団体と相談する際に、例えば、
同地方公共団体においてその可
否の判断が容易にできるようなも
のを示したり、全国の地方公共団
体等におけるリサイクル推進の先
行的な事例を紹介したりすること
はできないか、リサイクル推進を所
管する省庁としての立場から再度
検討のうえ回答されたい。
また、右提案主体からの再意見も
踏まえて、都道府県知事が指定制
度を弾力的に運用すること等によ
り本提案の趣旨を実現することは
できないか、併せて検討されたい。

宮城県と協議をした結果，指定制
度は，廃棄物処理業の許可と同等
の要件を満たさなければならず，
指定のための手続きも非常に煩雑
となっているのが実情であり，指定
制度を利用しようとしても，廃棄物
処理業の許可と同様の労力等を
要するため，障害者施設にとって
何らメリットはない。特区により，障
害者施設での取り組みが，より容
易に促進できるように改めて検討
されたい。

Ｄ

　御提案の内容については、必要な業の許可を取得し
ていただけば実施可能なものと認められるが、廃棄物
処理法においては、再生利用されることが確実であると
都道府県知事が認めた産業廃棄物については都道府
県知事の指定により業の許可を不要とする制度（廃棄
物処理法第１４条第１項但し書き、同法施行規則第９条
第２号）も設けられているところであり、特区によるまで
もなく都道府県知事の判断により実施できるものであ
る。
　地方公共団による指定制度の判断に関しては、「廃棄
物の処理及び清掃に関する法律施行規則第９条第２号
及び第１０条の３第２号に基づく再生利用業者の指定制
度について」（平成６年　衛産第４２号）において運用に
関する考え方を既に示しているところであり、これを参照
されたい。
　なお、指定制度の運用に関しては、それぞれの都道府
県における産業廃棄物の処理実態を踏まえ、個別に判
断されるものである。

1020010

　障害者施設等におけるＢＤＦの生
産・販売事業の促進を図ることに
より，障害者の就労支援と循環型
社会の形成及び二酸化炭素の排
出削減を目指す。
　具体的には，障害者施設等が，
廃食用油排出事業者からＢＤＦの
原料となる廃食用油を無償で回
収・処分する場合には，産業廃棄
物処理業の許可が必要なため，事
業展開上の支障となっていること
から，障害者施設等に係る当該許
可を撤廃し，ＢＤＦ事業の拡大を図
る。

提案理由：
　障害者施設等が，ＢＤＦ生産に必要な廃
食用油を排出事業者から有償で回収する
場合，その費用は生産コストを引き上げ，
施設利用者の工賃が減少する。一方，廃
食用油を無償で回収するために，障害者
施設が産業廃棄物処理業の許可を受け
るのは，多大の労力と費用を要し，現実
的ではない。よって，本特例措置により，
廃食用油の無償回収リサイクルが促進さ
れ，障害者施設での就労支援を拡充でき
る。

代替措置：
　産業廃棄物の適正な処理を期するた
め，処理できる障害者施設については，
広域圏の市町，廃食用油排出事業者，福
祉施設，学識経験者及び保健所で構成す
る（仮称）BDF運営協議会で認めた場合に
限るものとする。

社会福祉法
人石巻祥心
会

環境省

1330100
一般家庭か
らの廃油収
集特区

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律（昭和４５
年法律第１３
７号）第７条
第１項及び第
６項

他人の一般廃棄物の処理
を業として行おうとする者
は、原則として市町村長の
業の許可が必要となる。

Ｄ

  一般家庭からの廃食用油は、基本的に一般廃棄物に
該当する。よって、原則として、ご提案のように他人の一
般廃棄物を回収するに当たっては、市町村長から廃棄
物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３
７号）第７条第１項に規定する一般廃棄物の収集運搬業
の許可を受ける必要がある。
　しかしながら、ご提案のように家庭から廃食用油を回
収し、再生利用する場合は、このような許可に受けずと
も、市町村長の再生利用指定制度を活用することによっ
て、ご指摘のような市町村の登録制度を作らなくとも、当
該市町村の区域内での一般廃棄物の収集運搬が可能
である。
　したがって、ご提案内容については、地元の市町村に
ご相談いただき、地域における対応をお願いしたい。

廃棄物に該当するか否かについて
は、画一的に判断するのではなく、
リサイクル促進の観点から、一定
の条件の下で廃棄物として取り扱
わないことができるような措置が必
要なのではないか。この点を踏ま
え、再度検討し回答されたい。
また、再生利用に係る市町村長の
指定制度について、当該地方公共
団体が検討するに当たり、その判
断が容易にできるように明確な基
準等を示されたい。

廃油を回収し燃料とすることは、環
境問題への取り組みである。国を
挙げての重要政策である環境問
題への取り組みであり、各市町村
の対応に任せるのではなく、環境
省としての方針を明示できる特区
を設置し、より簡単に、取り組みや
すい状況を生み出すべきと考え
る。また、市町村における「再生利
用指定制度」について、詳しい説
明を求めたい。

Ｄ

　廃棄物について、取扱いそのものを管理する必要性があるのは、
取引価値がないこと等により不要ものとして放置されるなどぞんざい
に扱われ、それが原因で環境保全上の支障を生じる可能性を常に
もっているためである。こうした可能性は再利用・再資源化が可能で
あることによって否定されるものではないため、リサイクル可能物も
含め、不要物全体を廃棄物として制度的な管理下におくことが必要
である。実態としても、豊島事件・青森岩手県境不法投棄事案に象
徴されるような不適正処理の多くがリサイクル名目により生じてい
る。
　また、ご指摘の指定制度は、それぞれの市町村が地域の実情を踏
まえて、一般廃棄物の種類、再生利用の方法及び主体等を個別に
判断の上、個別に指定を行い、地域的な一般廃棄物の再生利用を
認める制度であり、２０年以上にわたり、各市町村において定着し、
適切に運用されているものと考える。本指定制度は地域の個別の判
断により地域の実情に応じた再生利用を可能とするものであり、全
国的な基準を示すことは、こうした地域の独自の取組みをかえって損
なう場合が懸念される。
　いずれにせよ、「一般家庭からの廃油の回収を、市町村による登
録をしている事業者、ＮＰＯにも認める」とのご提案は、既存の市町
村長の再生利用指定制度により達成できることから、まずは地元の
市町村にご相談願いたい。なお、ご提案のような制度に関連して、
「廃食油」の収集又は運搬について既に活用がなされている自治体
の例があると聞いている。

提案主体が廃棄物の再生利用に
係る「市町村長の指定制度」等の
活用について地元の地方公共団
体と相談する際に、例えば、同地
方公共団体においてその可否の
判断が容易にできるようなものを
示したり、全国の地方公共団体等
におけるリサイクル推進の先行的
な事例を紹介したりすることはでき
ないか、リサイクル推進を所管する
省庁としての立場から再度検討の
うえ回答されたい。

Ｄ

　ご指摘の「市町村長の指定制度」については、全国の
地方公共団体におけるリサイクル推進の先行的な優良
事例を収集し、地方公共団体による指定制度の円滑な
活用による適正なリサイクルの取組を推進する観点か
ら、いわばベストプラクティスに相当するものを地方公共
団体に情報提供することとしたい。

1117050

一般家庭から廃食用油を回収する
ためには、通常廃棄物処理業者の
資格が必要となる。この基準を緩
和し、より多くの方が、合法的に廃
食用油を回収できるようにする。

廃食用油を回収する事業者、団体、NPO
は、市町村に登録をし、専用のマニュフス
トを発行する仕組みとする。また、廃食用
油の再生業者も登録制とし、マニュフェス
トの回収サイクルをつくる。

（社）21世紀
ニュービジネ
ス協議会、
（社)日本
ニュービジネ
ス協議会連
合会

環境省
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 13 環境省（8次提案最終回答）

管理コード
規制の
特例事項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再検討要請に対する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容 提案主体名
制度の所管
・関係官庁

1330110

生ごみの有
機肥料化に
対し、産業廃
棄物扱い規
制の撤廃及
び有機肥料
製造工場の
都市計画市
街化調整区
域内立地の
認可

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律第７条第６
項及び第８条
第１項

「生ごみ」は廃棄物に該当
する。

Ｃ

  廃棄物は不要物であるため、ぞんざいに扱われ、それ
が原因で環境保全上の支障を生じる可能性を常に持っ
ているところ、ご指摘の生ごみについては悪臭、汚水対
策等が的確に講じられている施設において、適切な運
転管理が行われ、再生利用が確実に実施されなければ
ならず、それを担保するための一定の規制を地域の生
活環境保全上の支障が生ずることを防止するため、地
方公共団体において行っていただく必要がある。
  特にご指摘の生ごみは、腐敗性を有し、悪臭等による
生活環境保全上の支障が生じやすいものであるため、
個々の事業者ごとに地方公共団体の監督・指導下で特
に生活環境の保全に留意しつつ適切に処理する必要が
ある。
　したがって、ご提案のように「生ごみ」を廃棄物から除
外し、規制を撤廃することは適当でない。

廃棄物に該当するか否かについて
は、画一的に判断するのではなく、
リサイクル促進の観点から、一定
の条件の下で廃棄物として取り扱
わないことができるような措置が必
要なのではないか。この点を踏ま
え、再度検討し回答されたい。

Ｃ

　廃棄物について、取扱いそのものを管理する必要性があるの
は、取引価値がないこと等により不要なものとして放置されるな
どぞんざいに扱われ、それが原因で環境保全上の支障を生ず
る可能性を常にもっているためである。こうした可能性は再利
用・再資源化が可能であることによって否定されるものではな
いため、リサイクル可能物も含め、不要物全体を廃棄物として
制度的な管理下におくことが必要である。実態としても、豊島事
件・青森岩手県境不法投棄事案に象徴されるような不適正処
理の多くがリサイクル名目により生じている。

1120010

生ごみを超高温発酵菌（ＹＭ菌）に
より有機肥料の製造施設を作り、
環境に優しく廃棄物も出なく、人に
優しい自然環境循環により、植物
が本来持っている姿･味をかもし出
してくれる。しかも、従来処理方法
より、大幅なコスト削減となる。

提案理由
生ごみの処理として、現在、廃棄物として
投棄するか脱水し焼却するかで、処理個
コストが４万７千円／トンかかり、更に処
理場の確保並びにＣＯ２の自然環境破壊
等の問題で困っている。
代替処置
生ごみを超高温発酵菌で処理し、優良肥
料として自然環境循環を図る。　処理コス
ト２万円/トン(半減以下）

p.m.A（個人
名）、
(社)日本
ニュービジネ
ス協議会連
合会

国土交通省
環境省

1330120

漂流・漂着ご
みの処理に
関する規制
緩和

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律（昭和４５
年法律第１３
７号）第１６条
の２
廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律施行令（昭
和４６年政令
第３００号）第
１４条

何人も、一定の場合を除
き、廃棄物を焼却してはな
らない。

回答に
該当す
る場合
はＤ

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律
第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）第１６条の２各
号に該当する焼却は原則として実施することができる。
　特に同条第３号に規定されている「公益上若しくは社
会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域
の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却と
して政令で定めるもの」として、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）第１４
条第１号では「国又は地方公共団体がその施設の管理
を行うために必要な廃棄物の焼却」と規定され、その例
として運用上「海岸管理者による海岸の管理を行うため
の漂着物等の焼却」を挙げているところである。
　なお、この場合であっても、廃棄物を野外で焼却する
行為は生活環境保全上好ましい行為ではないため、可
能な限り代替手段を検討されるとともに、焼却を行う場
合であっても、生活環境保全上支障が生じないようご配
慮願いたい。

貴省からの回答によれば、生活環
境保全上支障が生じないよう配慮
する必要はあるものの、「Ｄ（現行
規定により対応可能）」とのことで
あるが、提案にある「海岸保全施
設のない区域の海岸（野外）」でも
漂流･漂着ゴミを焼却することがで
きるものと解してよいか。
また、焼却に当たって検討を要す
る「代替手段」には、どのようなも
のがあるのか御教示願いたい。

本県は、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行令第１４条第１号
については、「海岸管理者による
海岸保全区域内の海岸保全施設
の管理上必要な場合の焼却」と解
釈している。よって、海岸保全区域
内でも海岸保全施設のない区域の
海岸や一般公共海岸での焼却は
含まれないものと判断している。な
お、環境省は、平成１２年９月２８
日付け衛環第７８号通知から運用
例として「海岸管理者による海岸
の管理を行うための漂着物等の焼
却」を挙げているが、これは単に焼
却の対象物に「漂着物」が含まれ
ることのみ言及しているに過ぎな
いと考える。環境省におかれて
は、再度の検討をお願いいたしま
す。

回答に
該当する
場合はＤ

　前回回答の「海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着
物等の焼却」について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭和４５年法律第１３７号）上、「海岸の管理」についてご提案
主体の意見のような区域による区別はしていない。
　また、前回回答の「代替手段」について、具体的には廃棄物
処理施設における適正な処理等を想定しているものである。

貴省からの回答によれば、廃棄物
処理法上「海岸の管理」について
は、区域による区別をしていないと
いうことであるが、同法施行令第
14条第1項にある「施設」の定義を
明らかにされたい。
なお、本提案の趣旨は、海岸管理
者ではない「市町村」が漂着ごみを
焼却できるのかという点にあるた
め、現行制度で実現するにあたっ
て必要な手続き等は何かあるの
か、右提案主体からの再意見も踏
まえて再度検討のうえ回答された
い。

海岸管理の場合、廃棄物の処理
及び清掃に関する法律施行令第１
４条第１号にいう「国又は地方公共
団体」及び「その施設」について、
本県は、それぞれ「海岸管理者」、
「海岸保全施設（海岸法第２条）」と
同義と解釈している。よって、海岸
管理者ではない市町村は対象外
（焼却できない）として取り扱ってい
るが、それでよろしいか、また、環
境省の回答では、「その施設」につ
いては、「施設の有無にかかわら
ない、すべての海岸」と同義のよう
に解釈されていると判断するが、
それでよろしいか、以上２点につい
て明確な回答をお聞きしたい。な
お、最終的に現行規定で対応可能
な場合は文書による通知等で周知
願いたい。

前回及び
前々回回答
に該当する
場合はＤ

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律
第１３７号）上、前々回お答えしたとおり、「国又は地方公
共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の
焼却」の運用上の例として「海岸管理者による海岸の管
理を行うための漂着物等の焼却」を挙げているところで
あり、前回お答えしたとおり「海岸の管理」について前回
のご提案主体からのご意見のような区別はしていない。
　また、「海岸管理者」に該当しない者は、上記運用例の
「海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等
の焼却」の主体には該当しない。

1075010

外国由来の漂流・漂着ごみが特に
多い長崎県の離島６市町（対馬
市、壱岐市、五島市、新上五島
町、宇久町、小値賀町）において、
膨大かつ繰り返し漂着するごみの
処理対策として、市町や海岸管理
者が、海岸保全施設のない区域の
海岸（野外）での、流木や海藻等
（プラスチックやポリ缶等の焼却に
より有害物質を発生させるものを
除く）を焼却することを可能にする
ことで、市町や地域等の処理負担
の軽減を図る。

地理的要因により押し寄せる外国由来の
漂着ごみの処理については、漂着先の地
域や市町等が取り組んでいるが、その量
が膨大で繰り返すため可能な範囲での処
理にとどまり、重機の入らない海岸では、
人手によるごみ運搬を強いられ作業効率
が悪いうえ、その処分は島外の民間施設
に委託するなど、費用面でも大きな負担と
なっている。規制緩和により、市町や海岸
管理者が、海岸（野外）での漂着ごみの焼
却処理が拡大するため、市町のごみ処理
負担の軽減が図れるとともに、さらに地域
と一体的な取り組みを推進することで、き
れいな海を取りもどし、観光や水産業など
地域の活性化を図る。

長崎県 環境省

1330130

外国由来の
漂流・漂着ご
みの処理責
任の明確化

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律（昭和４５
年法律第１３
７号）第２条
第１項、第２
項及び第４
項、第３条第
１項、第５条
第１項、第３
項及び第４
項、第６条の
２第１項及び
第４項並びに
第１１条第１
項

土地又は建物の占有者（占
有者がない場合には、管理
者とする。以下同じ。）は、
その占有し、又は管理する
土地又は建物の清潔を保
つように努めなければなら
ない。

Ｄ

　外国由来の漂流・漂着物の処理責任が国にある及び
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律
第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）上の位置づけ
が不明確との論拠が不明であるが、廃棄物処理法第５
条第１項に「土地又は建物の占有者（占有者がない場合
には、管理者とする。以下同じ。）は、その占有し、又は
管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなけれ
ばならない。」と規定され、同条第３項に「何人も、公園、
広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港
湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければなら
ない。」と規定され、同条第４項に「前項に規定する場所
の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努
めなければならない。」と規定されているところである。
　外国由来の漂流・漂着物の場合であっても、この原則
は変わるものではなく、基本的に、その土地（場所）の管
理者によって当該土地（場所）の清潔が保持され、その
土地（場所）の管理者によって除去されるべきものであ
る。その上で、当該漂流・漂着物については、当該管理
者の排出する廃棄物として一般廃棄物・産業廃棄物の
区分に応じて処理されることとなっている。

廃棄物処理法が制定された当時
においては想定もしていなかった
であろう大量の外国由来の漂流･
漂着ごみについても、同法第５条
の規定のみをもって漂着先の地方
公共団体が処理しなければならな
いのか。そうであったとしても、廃
棄物処理を所管する省庁として、
例えば、廃棄物処理法上の手続き
を簡略化するなどの措置により当
該地方公共団体の負担等を軽減
することができないか、右提案主
体からの意見も踏まえて検討のう
え回答されたい。
また、この問題に対しては「漂流･
漂着ごみに関する関係省庁連絡
会」を開催しているとのことである
が、当連絡会において有効な対策
が検討されているのであれば、そ
の内容を明らかにされたい。

廃棄物処理法は昭和４５年に制定
されており、近年増えてきた外国
由来の漂流・漂着ごみを想定して
いるとは思えず、そのような漂着ご
みについては、本来排出国の責任
により処理されるべきと考えられる
が、貴省が何をもって、その処理
責任を管理者の責任として判断さ
れているのか回答願いたい。
また、漂流・漂着ごみについても、
廃掃法第４条第３項に規定されて
いるように、国で、廃棄物(漂流・漂
着ごみ)の適正な処理に支障が生
じないよう適切な措置を講じていた
だきたい。
あわせて、抜本的解決に向けて
は、関係省庁連絡会議をより実効
性のある組織へと強化し、関係省
庁、環境ＮＰＯ、自治体等の更なる
連携を図っていただきたい。

Ｄ

　沿岸部等において外国由来も含めた漂着物等は昔から存在
していたものであるから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）上、
外国由来の漂流・漂着物の存在が想定されていないということ
はできない。
　そのため、その処理の責任の所在について、廃棄物処理法
上は前回のように回答したところである。。
　また、「廃棄物処理法上の手続きを簡略化するなどの措置」、
「適正な処理に支障が生じないよう適切な措置」といったご指摘
については、措置の部分が抽象的であり、具体的な提案がなけ
れば、対応の有無・内容の可否も含めて検討することは困難で
ある。

本件は政府として、関係省庁が連
携して取組を進めるべきであるとこ
ろ、これまでの関係省庁連絡会で
は、有効な対策を講ずるに至って
いないものと思われる。
そこで、本件に関するより実効的
な対策を政府として検討するた
め、関係省庁による対策会議を設
置することはできないか。

 沿岸部等に、近年、大量かつ繰り
返し漂着する外国由来のゴミは、
発泡スチロールやプラスチック容
器等がほとんどで、離島地区で
は、一般ゴミとしての処理が困難
であることから、島外に搬出し処理
を行っている。外国由来の漂着ゴ
ミについては、具体的な提案とし
て、外国由来のゴミが占める割合
の多い地区を特区として指定し、
その特区の中で、例えば、一般海
岸の所有者は国、管理者は地方
公共団体、海岸清掃は漁業者、ボ
ランティアという実態を踏まえて、
(財)漁場油濁被害救済基金制度
等を参考にして、漂流・漂着ゴミに
ついてもそれぞれの役割分担を明
確化した上で国の直営もしくは地
方公共団体との連携による処理シ
ステムの確立ができないか。

Ｆ

　外国由来のものを含む漂流・漂着ゴミによる海岸機能
の低下や生態系を含めた環境・景観の悪化、船舶の安
全航行の確保や漁業への被害などが近年深刻化してお
り、この問題に対応するため、平成１２年から環境省を
中心に「漂流・漂着ゴミに関する関係省庁連絡会」を設
置し、情報交換等の取組を行ってきた。
　しかしながら、外国との関係を含む発生源対策の難し
さや関係する部局が多数に上り事情も異なるため、未だ
有効な対策を講ずるに至っていないのが現状である。
　このため、以下のとおり、漂流・漂着ゴミに関するより
実効的な対策を政府として検討する体制を確立する。
１　関係省庁による局長級の対策会議を設置する
２　対策会議の運営は、環境省が国土交通省、農林水
産省の協力を得て行う。また、内閣官房は会議に参加
し、必要な助言等を行う
３　対策会議の主要な任務は以下のとおりとする
　　(1)中長期的な課題として、国際的な対応も含めた発
生源対策の検討
　　(2)漂流・漂着ゴミによる被害が著しい地域への対策
（漂流・漂着ゴミの収集から処理に至るまでの総合的な
観点から、関係省庁が連携したもの）を早期に実施でき
るよう検討し、当面のとりまとめを平成１８年度末までに
行う

1022010

外国由来の漂流・漂着ゴミについ
ては、その処理責任は国にあると
考えられるが、廃掃法上の位置付
けが明確でないことから、景観や
環境保全上やむを得ず、漂着した
先の地域住民や市町がその処理
に当たっているが、抜本的な対策
となっていない。このようなことか
ら、外国由来の漂流・漂着ゴミにか
かる廃掃法上の定義及び国際間
の削減対策が実施されるまでの間
の処理責任について、明らかにす
ることで、抜本的な対策が講じら
れ、豊かな漁場と優れた景観を確
保することで、水産業の振興と交
流人口の増加を図り、地域の活性
化を実現するものである。

提案理由：
　長崎県の離島では、その地理的条件に
より外国由来の大量のゴミが繰り返し漂
流・漂着し、沿岸環境や水産資源のほ
か、優れた景観に悪影響を及ぼしており、
地域の観光、産業活性化に大きな支障と
なっている。これら外国由来のゴミの処理
責任は国にあると考えられ、漂着先の自
治体が処理する性格のものではないた
め。
　なお、国においては、平成12年から漂
流・漂着ゴミに関する関係省庁連絡会議
が開催されていること、また、今年度から
漂流・漂着ゴミに係る国際的削減方策調
査を実施しているとこは了知している。

対馬市、
壱岐市、
五島市、
新上五島町

農林水産省
国土交通省
環境省

1330140

自動車ガラ
の中に内装・
シート等が
残った状態で
プレスされ、
海外に輸出
される問題
（自動車ガラ
の適正な処
理）

使用済自動
車の再資源
化等に関す
る法律
使用済自動
車の再資源
化等に関す
る法律施行
規則

特定有害廃
棄物の輸出
入等の規制
に関する法
律

使用済自動車の再資源化
等に関する法律において
は、法律に規定されるエア
バッグ、フロン類、バッテ
リー、廃油・廃液等を回収し
た後に残る自動車ガラ（内
装・シート等が残ったままの
状態のものを含む）の全部
について、海外で製品の原
材料として利用する場合に
限って輸出することを認め
ている。

Ｅ

　バーゼル条約上、廃車ガラの輸出については、廃油・
バッテリー等を取り除いたものであれば、内装やシート
等が残されたままのものであっても、規制の対象外と
なっている。そのため、内装やシート等が残ったまま輸
出を行うことに、バーゼル条約上の問題はない。
　また、御指摘の自動車所有者から預託頂いた料金（リ
サイクル料金）は、使用済自動車の適正処理の支障と
なっている「自動車破砕残さ」の引取・リサイクルの義務
を課されている自動車メーカー等が、この「自動車破砕
残さ」の引取・リサイクルに要する費用を算定の上、自動
車の所有者にリサイクル料金としてお支払い頂いている
ものである。
　以上を踏まえれば、内装やシート類の処理は、使用済
自動車の適正処理の支障となっているとは言えず、リサ
イクル料金の対象とすることは適当でない。
　なお、解体自動車が輸出されることにより、国内で処
理が必要なくなったシュレッダーダストの処理費用に係
るリサイクル料金については、法律上の規定に基づき、
自動車のリサイクルシステム全体を円滑に機能させるた
め、離島地域からの使用済自動車の運搬費用の支援
や、不法投棄自動車の処理費用等に充てることとなって
おり、有用に使われないということはない。

1111010

自動車ガラを資源として輸出する
のであれば中のシート、内装を外
したものでなければならい（他の廃
棄物を入れてプレスする悪質なも
のもある）。
国は自動車リサイクル法により国
内の自動車所有者よりシート、内
装などの処理コストを事前に徴収
している。
自動車ガラを資源として輸出する
場合シート、内装が国内で適性に
処理されていない場合、自動車所
有者から徴収した’預かり金’が有
用に使われていないことになる。

現在自動車ガラからシート、内装を外す解
体業者から破砕などを行う業者に渡され、
シュレーダーダストとして自動車工業会が
受け取り溶融処理を行っているが、自動
車ガラを資源として輸出する場合、輸出事
業者にとってシート、内装の取り外しコスト
が大きな負担となり、外さないで輸出する
原因と考える。
上記問題の対策として自動車ガラをシー
ト、内装を外すことなく’熱分解で処理をす
る事業’を自動車工業会の国民から預か
る自動車リサイクルに使用する処理資金
の対象としていただきたい。

弁護士法人
(個人名)事務
所

経済産業省
環境省

1330150

特定肥飼料
に定められて
いる４製品
（肥料、飼
料、油脂及び
油脂製品、メ
タン）に炭を
加えたい。

食品循環資
源の再生利
用等の促進
に関する法
律第２条（定
義）第５項及
び６項、第１０
条（登録）第１
～３項、第２
０条（廃棄物
処理法の特
例）第１項、
同法律施行
令第２条（再
生利用に係
る製品）
同法律第２条
第６項の方法
を定める省
令

　再生利用とは、自ら又は
他人に委託して、食品循環
資源を肥料、飼料、油脂及
び油脂製品又はメタンの原
材料として利用するか、利
用のために譲渡すること
（法第２条第５項、施行令第
２条）。
　減量とは、脱水、乾燥、発
酵及び炭化により食品廃棄
物等の量を減少させること
（法第２条第６項、省令）。
　食品関連事業者から委託
を受けた一般廃棄物の収
集運搬業者が、法に基づく
登録を受けた事業場へ食
品循環資源を運搬する場
合には、当該食品循環資
源の荷降ろしについての市
町村の一般廃棄物収集運
搬業の許可を不要とする
（法第１０条第１～３項、第２
０条第１項）。

Ｃ

　食品リサイクル法に基づく再生利用手法の追加に当
たっては、当該手法が技術として確立していることや、
食品廃棄物を原料とした製品に確実な需要があるなど
市場性が認められること等を多面的に検証し可否を判
断することが必要であるが、提供された情報では判断で
きず、応じられない。　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　また、食品リサイクル法は、循環型社会形成推進基本
法第７条に定める基本原則に即して、食品廃棄物等の
処理に係る優先順位を発生抑制、再生利用、減量として
おり、再生利用と減量を同列に扱うことはできず、減量を
行う事業者を再生利用事業者と同様に扱うことには、応
じられない。

貴省と同じく食品リサイクル法を所
管する農林水産省からは、今後、
再生利用手法の見直しも含めて、
特定飼肥料製品に炭を追加するこ
とも検討するとの回答があったとこ
ろであるが、これに対する貴省の
見解を教示願いたい。
また、現行制度では「発酵｣によっ
て発生するメタンが特定飼肥料製
品として認められているにもかか
わらず、「炭化」によって発生する
炭が認められない理由は何か、貴
省が炭の追加の可否を判断する
に当たって必要としている情報とあ
わせて明らかにされたい。

食品の再資源化は排出物の性状
により最適な再資源化技術を選択
すべきと考える。発酵、炭化は歴
史を持つ技術であり、排出物の性
状を踏まえた利用を行うことで技
術的に問題が発生するとは考えに
くい。排出物を一方的に規定した
技術を用いて再資源化することは
非効率的であり、排出物の性状に
より再資源化を図るものにすべき
と考える。循環型社会形成推進基
本法第７条は、技術的及び経済的
に可能な範囲で環境への負荷の
低減化を最大限に考慮すべきと記
されており、排出物の再資源化技
術を規定することをしてはならない
と考える。

Ｆ

　食品リサイクル法は、法施行後５年を経過した場合において、
施行の状況に検討を加えることとなっており、これを踏まえて、
平成１８年度中を目途に、再生利用に係る製品の追加等につ
いても検討する予定である。
　ただし、特定肥飼料製品の追加に当たっては、当該製品が①
用途の範囲、供給の見込み等から、利用されずに廃棄されるお
それがないこと、②確保すべき品質・性状が一般的に明らかに
され、利用者が求める品質の保持が図られる条件が整ってい
ること、③製造又は利用の際に周囲の生活環境に支障が生じ
ないこと等を多面的に検証し可否を判断する必要がある。
　なお、ある製品を特定肥飼料製品とするかどうかは、当該製
品の性質、特性等を検証して判断するものであり、「発酵」や
「炭化」といった製品の生成に係る技術が、判断の決定的な要
因とはならない。

貴省からの回答は、提案の実現に
向けて検討する（Ｆ）とのことである
が、右提案主体からの再意見にお
いて示された事業内容も踏まえ
て、今後、検討する際の①検討主
体、②スケジュール、③検討内容
等について明らかにされたい。

排出物の再資源化において最も重
要なのは、ユーザーが代価を支払
うだけの価値を持った、再資源化
商品にすることである。
今回、コンビニ、スーパーから排出
される一般事業系廃棄物を、発電
用石炭の代替燃料として利用する
炭を生産する。
発電所の条件を満たした場合、
6,000円／ｔで買い取る計画であ
る。
既に電力会社は、一般廃棄物を炭
化（ロータリーキルン方式）し、石炭
の代替燃料として利用しており、今
回、違う炭化システムを使用するこ
とで更に高品質な石炭代替燃料の
生産を目指す。
尚、同事業において発電用石炭代
替燃料化は炭利用の最終的な利
用方法であり、土壌改良用などの
利用に適さないものに限り発電用
として売却する。

Ｆ

　食品リサイクル法では、法施行後５年を経過した場合
において、施行の状況に検討を加えることとなっており、
今後、検討の場を設置し、再生利用に係る製品の追加
の必要性についても検討を行い、平成１８年度中を目処
に、その検討結果等を踏まえ判断したい。
　ただし、特定肥飼料製品の追加に当たっては、当該製
品が①用途の範囲、供給の見込み等から、利用されず
に廃棄されるおそれがないこと、②確保すべき品質・性
状が一般的に明らかにされ、利用者が求める品質の保
持が図られる条件が整っていること、③製造又は利用
の際に周囲の生活環境に支障が生じないこと等を多面
的に検証し可否を判断する必要がある。

1111020

廃棄物処理法の特例として、食品
循環資源に該当する一般廃棄物
を処理区域外を越えて運搬するた
めには、運搬先の事業場が、再生
利用事業者の登録（もしくは再生
利用事業計画の認定）を受けてい
なければならない。登録（もしくは
認定）を受けるためには、再生利
用に該当する食品循環資源を利
用して特定肥飼料等の製品の製
造又は原材料の譲渡を行わなけ
ればならない。上記特定肥飼料に
炭を加えるか又は、減量を行う事
業者も登録を可能にする。

特定肥飼料に定められるメタンは、食品
循環資源の再生利用等の促進に関する
法律に定められる発酵により発生するも
のであり、同法律に定められる炭化により
発生する炭が特定肥飼料として認められ
て然るべきである。

弁護士法人
(個人名)事務
所

農林水産省
環境省
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 13 環境省（8次提案最終回答）

管理コード
規制の
特例事項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再検討要請に対する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

規制特例
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容 提案主体名
制度の所管
・関係官庁

1330160

標準軽油基
準の緩和及
びバイオ
ディーゼルと
軽油との混
合使用の
ルール化

－ Ｃ －
当該事項については経済産業省所管制度に関する質
問であり、経済産業省から回答済みである

この提案において、例えば大気汚
染防止法など貴省所管制度に関
する規制は特にないものと解して
よいか。

Ｅ － 当省所管制度に関する規制は特にはない。 1034010

　北海道は石油依存エネルギーの
消費が多いことから代替エネル
ギーを活用した地球温暖化対策が
必要となり、廃食用油などの再生
資源やエネルギー用として栽培す
る作物を原料に燃料や熱源となる
エネルギー源を製造・使用すること
で、石油代替ローカルエネルギー
地域の構築及び関連産業の振興
を目指す。それにより、代替エネル
ギーの有効活用、効率的な利用を
促進し、石油依存エネルギーの消
費を減らし、代替エネルギーの普
及促進及び循環型関連産業の育
成につながる。

提案理由：
　当社は平成15年1月から廃食用油から
バイオディーゼル燃料の製造を始め、現
在日産1千ℓを製造し、４月～１１月の期間
に自社の廃棄物収集車輛約25台に100%
代替燃料として利用している。これにより
自社の軽油燃料は２割削減を達成してい
る。
　これまで北海道工業試験場や自動車
メーカーと燃料凍結防止の研究開発を
行っているが、寒冷地での普及には莫大
なコストと労力が掛かり、北海道では通年
使用ができない状況である。
　しかし、欧米では軽油にバイオディーゼ
ルを混ぜて、気温が低い冬季間の利用も
可能としている。
　そこで、本特例措置により、北海道にお
けるバイオディーゼルの通年利用が可能
となれば、代替燃料の普及促進を図るこ
とができる。
代替措置：
　軽油に混合できるバイオディーゼルの主
成分と割合を標準軽油基準に盛り込むこ
とで、排気ガス、エンジン不良などへの対
策が講じられ安全確保が図られると考え
る。

北清企業株
式会社

経済産業省
環境省

1330170

国定公園内
の市域収集
草木類搬入
を認める特
区

自然公園法
第１３条第３
項第７号、自
然公園法施
行規則第２０
項

国立・国定公園内の特別地
域においては、物の集積に
ついて環境大臣又は都道
府県知事の許可がなけれ
ば行うことができないことと
なっている。審査基準とし
て、廃棄物処理法第２条第
１項に規定する廃棄物は集
積できないこととなってい
る。

Ｃ －

　「国定公園に廃棄物を搬入すること」は禁止していない
が（事実誤認）、　国定公園の特別地域において、屋外
で廃棄物の集積、貯蔵をする行為については都道府県
知事は許可をすることができない。
　これは、廃棄物の集積が当該地の風致景観に支障を
及ぼすおそれがあること、また、廃棄物の貯蔵により当
該土地の性状や周辺環境に影響を及ぼすおそれがある
ことから規制をするものである。
　草木類であっても、大量に集積されると当該地の風致
景観に支障を及ぼすおそれがあり、また、外来植物等
の種子や枝等が含まれていればその貯蔵により、周辺
環境へ影響を及ぼすおそれがあるため、認めることはで
きない。

右提案主体からの意見を踏まえて
検討のうえ回答されたい。

集積草木類は、法定内の堆肥化
製造と同様、同一生態系の市域圏
から自生する草木類のみを扱い、
約１年以内で土壌と一体化するも
のとし、長期にわたっての貯蔵とは
ならないと考える。また、当該地周
辺は、針葉樹を主にした雑木林
で、外来種等も多く自生している地
域であり、周辺環境及び生態系に
変化をを及ぼす恐れはない。集積
予定地は新焼却場建設予定地で
以前土砂採取跡地であり、市土地
購入以前は残土を捨てた形跡が
ある荒廃地で、国定公園の指定地
域内にふさわしい土壌改善の視野
を含めた実験的試行を考えたい。
また周辺部から遮蔽されたところ
であり、風致景観への影響も皆無
と考え、現行法で対応の視野を含
めた対処を努めていただきたい。

Ｄ －

当該集積予定地において、風致景観や周辺環境への事実上の
影響を考慮した上で、提案にある方法での草木類の集積を特
例で認めるか否かは、本国定公園内での許認可を行っている
大阪府と調整されたい（自然公園法施行規則11条第32項参
照）。

本提案の趣旨は、自然公園法の
許認可事務を行っている大阪府と
の調整により実現が可能であると
解してよいか。

Ｄ  － 貴見のとおり。 1062010

市域から排出される草木類（地区
清掃のみ年間約200トン：平成16年
度実績）また生ごみ収集時に排出
される家庭からの剪定枝や草木が
４００ｔ程度ある。これらの草木類を
焼却処分せずに、国定公園内に関
わらず、乾燥させ自然土壌に戻す
ことによって、Ｃｏ2の削減、焼却場
の炉の延命、焼却処分費の削減を
めざす。また搬入予定地が、荒廃
地であるため、土壌の改善やヒー
トアイランド現象を抑制する事業を
行う。
　なお、搬入にあたっては、市民か
ら排出されるときは袋詰めのた
め、自然に還らない袋等について
は取り除く措置を行う。そのための
軽作業及び土壌化促進に伴う軽
作業については、現場で行う。

提案理由：　
　　
　搬入予定地は、新焼却場建設予定地の
市所有地であり、国定公園内に属する。
現在家庭以外から排出される剪定枝等は
チップ化し大阪府の許可を取り一時保存
し堆肥化を行っているが、草木類が廃棄
物処理法で一般廃棄物に該当し、国定公
園に廃棄物を搬入することは禁止されて
いることから、現状では焼却処分に頼らざ
るをえない状況である。草木を土壌に返
すことによって年間多額の費用要してい
た処分費の減額に加え、ごみの焼却の減
量にもつながる。現在搬入予定地は、当
建設の事業化が遅れていることから、ま
た以前土砂採取場という荒廃地でもある
ため、ストックの有効活用を図り、新たに
開発を行わないものである。

交野市 環境省

1330180

温泉付随天
然ガスの自
家使用に対
する法律適
用の緩和

温泉法第３
条、第31条

温泉法第３条において、温
泉をゆう出させる目的で土
地を掘削しようとする者は、
都道府県知事の許可が必
要となる。
法第３１条において、都道
府県知事は、温泉を保護し
その利用の適正を図ること
を目的として「温泉をゆう出
させる目的で行う土地の掘
削の工事の場所等」を検査
することができる。

Ｅ －

　温泉法は、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよ
うとする場合などに適用される法律であり、鉱物である
可燃性天然ガスを掘削することを対象とした法律ではな
い。
　したがって、鉱業法等に基づく取扱いに当たっては、所
管の経済産業省に照会されたい。
　また、温泉法第３１条の「立入検査」規定は、温泉の適
正な利用のほか、温泉源の保護を目的とした規定であ
り、温泉掘削時の事故防止を目的としたものではない。

1012010

宮崎市周辺の宮崎平野、日南市
周辺及び串間市周辺では地下に
温水が溜まっている。これを汲み
上げて温泉としての利用が進んで
いる。この温水には天然ガスが溶
存していて、汲み上げの途中で分
離する。主成分はメタンで、少量で
あるが貴重な資源で、コジェネレー
ション利用（電熱併給利用）が可能
である。ホテルや温泉施設での使
用電力の一部を賄い、排熱は掛り
湯の昇温の利用できる。このような
利用を進めるには、経済的制約と
なっている法律適用の緩和が必要
である。これにより多くの施設での
有効利用と地球環境の保全に貢
献できる。（別様1参照）

提案理由：　宮崎市の海岸に近い平野部
では、シーガイアを始め、青島地区でも数
社の大ホテルがある。これらの温泉施設
では天然ガスを生のまま大気の放出して
いるケースが多い。当ＮＰＯ法人はこれま
で温泉施設にガスのコジェネ利用に関す
る提案を行なってきたが、鉱区権の設定
や、施設の改修、保安要員の確保等に要
する費用のため実現していない。一方、輸
入天然ガスは家庭用に多用されている
が、温泉施設での同じガスの利用に対し
て鉱山保安法が適用される矛盾は大き
い。貴重な地下資源の有効利用と環境保
全の見地から見直しが必要である。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　代替措置：　温泉施設でのガス利用設
備には家庭用設備に関する保安規則の
適用で十分である。また、掘削時の事故
防止には、温泉法の立入検査（第31条）
等の適用が妥当である。（別様2参照）

ＮＰＯ法人宮
崎環境エネ
ルギー開発
センター

経済産業省
環境省

1330190
わなによるイ
ノシシの捕獲
期間の延長

鳥獣の保護
及び狩猟の
適正化に関
する法律第２
条第５項、第
11条第２項及
び同法施行
規則第９条

狩猟期間については、狩猟
鳥獣の保護を図る必要が
あることから、国が11月15
日から2月15日に限定して
いる。

Ｄ －

　狩猟期間については、法律で期間を定め(10月15日～
４月15日(法第２条第５項))、さらに、全国的な観点から
鳥獣全般の保護を図り、生態系に対する影響を回避す
るため、国が制限しているところであり(11月15日～２月
15日(法第11条第２項、施行規則第９条))、特区地域内
において、イノシシだけの狩猟期間を延長することは困
難である。
　しかしながら、地域において、著しく増加又は減少して
いる鳥獣については、都道府県知事が特定鳥獣保護管
理計画を策定できることとしている（法第７条）。同計画
に基づいて、個体数を管理する場合においては、10月
15日～４月15日の範囲内で、都道府県知事の判断で上
記狩猟期間の延長ができることとなっているため（法第
14条第１項）、県と調整を図られたい。

本提案の趣旨は、特定鳥獣保護
管理計画の策定に係る県との調
整により実現が可能であると解し
てよいか。

Ｄ － よい。 1110010

　イノシシの捕獲期間を延長するこ
とにより、本市の特産物である茶、
みかん、タケノコ等の農作物に被
害を及ぼすイノシシを捕獲し、被害
の軽減を図る。
　具体的には、捕獲期間「１１月１５
日～２月１５日」を「１０月１５日～４
月１５日」と期間延長し、わな設置
により農作物の被害軽減を図る。

提案理由：
　藤枝市の中山間地は、茶、みかん、タケ
ノコの生産地となっているが、近年、イノシ
シの増加により、農作物の食害が拡大し
ている。特に環境省令で定める捕獲期間
の開始時期11月15日以前はみかん、ま
た、終了時期の2月15日以後はタケノコの
収穫時期と重なり、茶についても幼木樹
の根が荒らされるなど被害が多発し農家
の生産意欲を減退させ耕作放棄地の拡
大につながっている。そこで、捕獲期間を
延長することにより、イノシシによる被害を
軽減しようとするものである。
代替措置：
　農業者、ハイカーの安全を確保するた
め、期間延長の周知徹底を図る。

藤枝市 環境省

1330200
狩猟対象鳥
獣の拡大

鳥獣の保護
及び狩猟の
適正化に関
する法律第２
条第３項及び
同法施行規
則第３条

狩猟鳥獣については、その
肉等を利用する目的、農林
水産業等に係る被害を防
止する目的その他の目的
で捕獲等の対象となる鳥獣
であって、その捕獲等がそ
の生息の状況に著しく影響
を及ぼすおそれのないもの
を国が定めている。

Ｄ －

　狩猟鳥獣は、全国的・国際的な保護の観点から国で統
一的に定めているものであり、ニホンザルについては、
全国的には、その数は十分とは言えず、狩猟鳥獣に指
定することにより、絶滅に追い込まれる可能性もあるこ
とから、狩猟鳥獣に指定することは困難である。
　なお、被害を発生させている個体については、許可に
より捕獲が可能であり（法第９条第１項）、また、地域に
おいて著しく増加又は減少している場合については、特
定鳥獣保護管理計画を策定し、個体数の管理のための
捕獲も可能である（法第７条）。特定鳥獣保護管理計画
の策定、都道府県知事が定めている捕獲許可要件の見
直し、若しくは申請書の処理の迅速化等については、県
と調整されたい。

本提案の趣旨は、特定鳥獣保護
管理計画の策定、県知事が定めて
いる捕獲許可要件の見直し、申請
書の処理の迅速化等、いずれも県
との調整により実現が可能である
と解してよいか。

Ｄ －

前回回答のとおり、ニホンザルについては、全国的には、その
数は十分とは言えず、狩猟鳥獣に指定することにより、絶滅に
追い込まれる可能性もあることから、狩猟鳥獣に指定すること
は困難である。
　なお、特定鳥獣保護管理計画の策定及び都道府県知事が定
めている捕獲許可要件の見直し、若しくは申請書の処理の迅
速化等については、県との調整により可能であると考えてい
る。

1110020

　近年、藤枝市内において出没す
るニホンザルを速やかに捕獲する
ため、ニホンザルを狩猟鳥獣の対
象とし、農作物、人的被害を防ぐ。

提案理由
　近年、藤枝市ではイノシシとともにニホ
ンザルによる農作物被害が増えている。
現在、狩猟鳥獣の対象となっていないた
め、法第９条第１項に基づく許可制とな
り、速やかな捕獲が困難である。そこで、
現在のところ人的被害はないが、人的被
害を未然に防ぐためにもニホンザルを狩
猟鳥獣とし、狩猟期間においては、速や
かに捕獲できるようにしたい。
代替措置
　農業者、一般市民の安全を確保するた
め、捕獲する際には、十分な周知を図る。

藤枝市 環境省
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